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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含んでおりません。 

２ 当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。 

３ 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、第12期及び第13期中は中間（当期）純損失

を計上しているため、第11期中及び第11期は新株予約権の残高がありますが、当社株式が非上場であり、期

中平均株価の算出が困難であるため記載しておりません。 

回次 第11期中 第12期中 第13期中 第11期 第12期 

会計期間 

自 平成17年 
６月１日 

至 平成17年 
11月30日 

自 平成18年 
６月１日 

至 平成18年 
11月30日 

自 平成19年 
６月１日 

至 平成19年 
11月30日 

自 平成17年 
６月１日 

至 平成18年 
５月31日 

自 平成18年 
６月１日 

至 平成19年 
５月31日 

売上高 （千円） 2,298,987 2,605,570 2,822,637 5,310,146 5,271,009 

経常利益又は経常損失

（△） 
（千円） 103,326 61,506 △149,983 220,912 △47,845 

中間（当期）純利益又は中

間（当期）純損失（△） 
（千円） 102,065 67,160 △584,498 224,950 △82,874 

持分法を適用した場合の投

資利益 
（千円） ─ ― ― ― ― 

資本金 （千円） 500,000 766,800 771,275 500,000 771,275 

発行済株式総数 （株） 27,210 29,210 29,560 27,210 29,560 

純資産額 （千円） 711,321 1,433,545 663,698 833,609 1,292,303 

総資産額 （千円） 1,594,337 2,603,167 1,880,530 2,101,603 2,198,681 

１株当たり純資産額 （円） 26,141.91 49,077.22 23,521.23 30,636.13 43,717.96 

１株当たり中間（当期）純

利益又は１株当たり中間

（当期）純損失（△） 

（円） 3,751.03 2,438.85 △20,369.31 8,267.20 △2,920.62 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益 
（円） ─ 2,294.07 ― ― ― 

１株当たり配当額 （円） ─ ― ― ― ― 

自己資本比率 （％） 44.6 55.1 35.3 39.7 58.8 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） △36,246 △374,594 △303,884 171,964 △168,296 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） △7,577 △600,603 △29,337 11,470 △147,519 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） △56,996 443,509 △81,415 306,822 266,432 

現金及び現金同等物の中間

期末（期末）残高 
（千円） 456,180 515,567 583,236 1,047,257 997,873 

従業員数 

（他、臨時雇用者数） 
（名） 

104 

(6)

138 

(32)

169 

(49)

132 

(29)

158 

(43)



２【事業の内容】 

 当社は、インターネットを活用して顧客企業に最適なインターネット・マーケティングソリューションを提供する

“インタラクティブ・エージェンシー”です。 

当社の開示区分を第13期より下表の通り、改編しております。 

 従来の主力事業であったデジタルマーケティング事業のうち、広告代理部分を独立させデジタルコミュニケーショ

ンに、ウェブインテグレーション部分をメディア＆ツール事業のツール部分と合わせてウェブインテグレーション

に、メディア＆ツール事業のうちのメディア部分をサービス開発としております。 

  

[事業フロー図] 

３【関係会社の状況】 

 該当事項はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況                               （平成19年11月30日現在） 

 （注）１ 従業員数は、就業人員であります。 

２ 従業員数の（ ）は、臨時雇用者数の当中間会計期間の平均雇用人数であり、外数であります。 

(2）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

 従業員数（名） 169（49） 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間会計期間における市場環境につきましては、FTTHや第三世代携帯電話などのブロードバンド利用者が、

引き続き増加しており、ブログやSNSに代表されるCGM（消費者生成メディア）がコミュニケーションツールとし

て定着するなど、引き続き拡大基調にあります。また、インターネット広告業界は、平成23年には市場規模が

7,500億円を超える（電通総研発表）と予測されるなど引き続き高い成長が見込まれます。 

  

こうした環境の下、当社は中期計画に沿い、取引顧客数の拡大、ワンセールスマルチサービスの提供、自社商

品・サービスの立ち上げ・強化に積極的に取り組んでまいりました。 

  

 取引顧客数の拡大については、主力のデジタルコミュニケーション、ウェブインテグレーションにおいて前

年同期比６%増の228社、うち取引額10百万円以上１億円以下の顧客数は前年比18%増の58社と順調に推移しまし

た。またワンセールスマルチサービスの提供は、平成19年12月に営業本部を新設し、Webインテグレーション部

門と広告代理部門が融合して当社の強みであるワンストップサービスを強力に推進できる体制を構築しました。

また、自社商品・サービスの立ち上げに関しては、平成19年10月Webシステム開発・運用の人材派遣サービス提

供を従来のWebスペシャリストの人材派遣サービスに追加して開始するなど、積極的に取り組んでまいりまし

た。 

  

しかし、ウェブインテグレーション売上、デジタルコミュニケーション売上ともに堅調に推移したものの、オ

リジナルアフィリエイトサービス「メンバーズＭリンク」、自社モバイルメディア「PlayMobile」の競合他社と

の競争激化、システム開発・運用費用負担増大などに起因した業績悪化への対応として早期の事業撤退を決定

し、その事業撤退に伴う減損損失の計上やその他の特別損失の計上などもあり、前中間会計期間比で大幅減益と

なりました。 

  

その結果、当中間会計期間における業績は、売上高 2,822百万円（前年同期比217百万円の増加）と堅調に推

移したものの、営業損失 149百万円（前年同期は営業利益 91百万円）、経常損失 149百万円（前年同期は経常

利益 61百万円）、中間純損失 584百万円（前年同期は中間純利益 67百万円）となりました。    

(2) キャッシュ・フロー 

 当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）は、主として売上債権の増加、借

入金の返済による支出、自己株式の取得による支出により、前事業年度末に比べ414百万円減少し、583百万円とな

りました。また、当中間会計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間会計期間において営業活動の結果使用した資金は、303百万円（前年同期は374百万円の使用）となりまし

た。これは主として、税引前中間純損失582百万円、売上債権の増加261百万円によるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は、29百万円（前年同期は600百万円の使用）となりまし

た。これは主として、無形固定資産の購入による支出22百万円、敷金の支払いによる支出６百万円によるもので

す。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間会計期間において財務活動の結果使用した資金は、81百万円（前年同期は443百万円の獲得）となりまし

た。これは主として、長期借入金の返済による支出66百万円、自己株式の取得による支出45百万円によるもので

す。 



２【制作、受注及び販売の状況】 

（注）１．上記金額には、消費税は含まれておりません。 

２．上記金額は、製造原価によっております。 

３．平成19年６月に事業グループの改編を行いましたので、新開示区分により開示しております。 

なお、前年同期比較に当たっては、前中間会計期間分を変更後の新開示区分に組み替えて行っております。 

（注）１．上記金額には、消費税は含まれておりません。 

   ２．上記金額は、仕入価格によっております。 

３．平成19年６月に事業グループの改編を行いましたので、新開示区分により開示しております。 

なお、前年同期比較に当たっては、前中間会計期間分を変更後の新開示区分に組み替えて行っております。 

（注）１．上記金額には、消費税は含まれておりません。 

２．上記金額は、販売価格によっております。 

３．平成19年６月に事業グループの改編を行いましたので、新開示区分により開示しております。 

なお、前年同期比較に当たっては、前中間会計期間分を変更後の新開示区分に組み替えて行っております。 

（注）１．上記金額には、消費税は含まれておりません。 

２．平成19年６月に事業グループの改編を行いましたので、新開示区分により開示しております。 

なお、前年同期比較に当たっては、前中間会計期間分を変更後の新開示区分に組み替えて行っております。 

３．前中間会計期間及び当中間会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

は、次のとおりであります。 

① 制作実績  

区分 金額（千円） 前年同期比（％） 

ウェブインテグレーション 1,147,906 112.9 

デジタルコミュニケーション 212,988 186.9 

サービス開発 112,636 70.5 

合計 1,473,531 114.2 

② 広告及び商品の仕入実績  

区分 金額（千円） 前年同期比（％） 

ウェブインテグレーション ― ― 

デジタルコミュニケーション 941,552 114.8 

サービス開発 36,073 295.4 

合計 977,625 117.4 

③ 受注状況  

区分 受注高（千円）  前年同期比（％） 受注残高（千円）  前年同期比（％） 

ウェブインテグレーション 1,497,604 122.5 272,417 90.5 

デジタルコミュニケーション 1,410,953 123.3 80,762 294.3 

サービス開発 46,945 26.6 5,987 94.3 

合計 2,955,504 116.2 359,167 107.3 

④ 販売実績  

区分 金額（千円） 前年同期比（％） 

ウェブインテグレーション 1,369,521 117.0 

デジタルコミュニケーション 1,351,917 110.5 

サービス開発 101,198 48.0 

合計 2,822,637 108.3 



（注）  上記金額には、消費税は含まれておりません。 

相手先 

前中間会計期間 
至 平成18年６月1日） 

（自 平成18年11月30日 

当中間会計期間 
（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

SBIイコール・クレジット株式会社 300,191 11.5 133,786 4.7 



３【対処すべき課題】 

 当中間会計期間において当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

 なお、当社は、株式会社の支配に関する基本方針を定めており、その内容は次のとおりであります。 

（１）基本方針の内容 

 当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値および株主共同の利益を 大

限に確保し、より向上させるという 終的な目的を理解しているものでなければならないと考えます。 

 したがいまして、特定の者またはグループが当社の総議決権の20％以上の議決権を有する株式を取得するこ

とにより、当社の企業価値または株主の皆様に共通する利益が毀損されるおそれが存在すると考えられる場合

には、かかる特定の者またはグループが当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切である

として、法令および定款によって許容される限度において、当社の企業価値または株主の皆様に共通する利益

を保全するための相当な措置を講ずることといたします。 

（２）基本方針実現のための取組み 

１）基本方針の実現に資する特別な取組み  

 当社は平成７年の創業以来、“デジタルマーケティングインテグレーションを通じて豊かなデジタルインフ

ラ社会の創造に大きく貢献する”ことを経営理念として、インターネットマーケティング関連の事業を軸とし

て企業価値の 大化を目指してまいりました。このような理念の下、顧客企業のマーケティング活動における

投資対効果 大化のために、ウェブインテグレーションやインターネット広告代理等の個々のサービス起点で

はなく、マーケティング施策の全体 適化をワンストップソリューションで実現するサービスの提供体制を築

いてまいりました。 

２）基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取組み 

 当社は、平成19年８月23日開催の第12期定時株主総会において「当社株券等の大規模買付行為への対応策

（買収防衛策）」（以下「本プラン」といいます。）の導入を決議いたしました。 

 本プランは、当社株券等の20％以上を取得しようとする者が従うべき手続きとして、①事前に大規模買付者

が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、②当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に

大規模買付行為を開始する、という「大規模買付ルール」を定めています。具体的な手続は次のとおりで

す。  

①情報提供の要求  

 大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、当社代表取締役宛に、大規模買付ルールに従う

旨の意向表明書をご提出いただきます。 

 大規模買付者には、当社取締役会に対して、当社株主の皆様の判断および当社取締役会としての意見形成

のために必要かつ十分な情報(以下「必要情報」といいます。) を提供していただきます。 

 そして、当社は、上記意向表明書受領後10営業日以内に、大規模買付者から当初提供いただくべき必要情

報のリストを当該大規模買付者に交付します。 

②取締役会による評価等  

 当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し必要情報

の提供を完了した後、60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付の場合)また

は90日間(その他の大規模買付行為の場合)を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のた

めの期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）として与えられるべきものと考えます。したがって、

大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。取締役会評価期間中、当社

取締役会は独立の外部専門家等の助言を受けながら、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社取

締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表します。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買

付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として当社株主の皆様に対し代替案を提示すること

もあります。 

③大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合  

 大規模買付者により、大規模買付ルールが遵守されなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかかわ

らず、当社取締役会は、後記独立委員会の勧告を 大限に尊重しつつ、当社の企業価値および株主共同の利

益を守ることを目的として、新株予約権の発行等、会社法その他の法律および当社定款が認める対抗措置を

とり、大規模買付行為に対抗する場合があります。 

④独立委員会の設置  

 当社取締役会が上記対応策を適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するた

めのチェック機関として、独立委員会を設置します。独立委員会の委員は３名以上とし、公正で中立的な判

断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社社外監査役、な

らびに社外有識者の中から選任します。 



３）具体的取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由 

 当社取締役会は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社取締役会の賛同を得ずに行われ

るところのいわゆる「敵対的買収」であっても、企業価値および株主の皆様に共通の利益に適うものであれ

ば、これを一概に否定するものではありません。また、当社の支配権の移転を伴う提案に応ずるか否かの判断

も、 終的には当社株式を保有する当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。 

 しかしながら、株式の大規模買付行為においては、その目的等から見て企業価値または株主の皆様の共同利

益に反するもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の

大規模買付行為について検討することまたは対象会社の取締役会が代替案を提案するための時間と情報を提供

しないもの、大規模買付者の示した条件が対象会社の適正な価値を十分に反映しているとはいえないもの等、

対象会社の企業価値または株主共同の利益に適合しないものも少なくありません。 

 当社は、当社株式の適正な価値を株主の皆様や投資家の皆様にご理解いただくようＩＲ活動に努めておりま

すものの、突然大規模買付行為がなされたときに、大規模買付者の提示する当社株式の取得対価が妥当かどう

かを株主の皆様が短期間の内に適切に判断するためには、大規模買付者および当社取締役会の双方から適切か

つ十分な情報が提供されることが不可欠です。さらに、当社株式をそのまま継続的に保有することを考える株

主の皆様にとっても、大規模買付行為が当社に与える影響や、当社の従業員、関係会社、顧客および取引先等

のステークホルダーとの関係についての方針を含む、大規模買付者が考える当社の経営に参画したときの経営

方針や事業計画の内容等は、その継続保有を検討するうえで重要な判断材料であります。同様に、当社取締役

会が当該大規模買付行為についてどのような意見を有しているのかも、当社株主の皆様にとっては重要な判断

材料となると考えます。  

 これらを考慮し、当社取締役会は、大規模買付行為に際しては、大規模買付者から事前に、株主の皆様の判

断のために必要かつ十分な大規模買付行為に関する情報が提供されるべきである、という結論に至りました。

当社取締役会は、かかる情報が提供された後、大規模買付行為に対する当社取締役会としての意見の検討を速

やかに開始し、独立の外部専門家等の助言を受けながら慎重に検討したうえで意見を形成し公表いたします。

さらに、必要と認めれば、大規模買付者の提案の改善についての交渉や当社取締役会としての株主の皆様に対

する代替案の提示も行います。かかるプロセスを経ることにより、当社株主の皆様は、当社取締役会の意見を

参考にしつつ、大規模買付者の提案と(代替案が提示された場合には)その代替案を検討することが可能とな

り、 終的な応否を適切に決定する機会を得られることとなります。 

 このようなルールの設定については、裁判所においても「経営支配権を争う敵対的買収者が現れた場合にお

いて、取締役会において、当該敵対的買収者に対し事業計画の提案と検討期間の設定を求め、当該買収者と協

議してその事業計画の検討を行い、取締役会としての意見を表明するとともに、株主に対し代替案を提示する

ことは、提出を求める資料の内容と検討期間が合理的なものである限り、取締役会にとってその権限を濫用す

るものとはいえない」と判示され、その正当性が是認されているところです（東京地方裁判所平成17年７月29

日決定）。  

 そこで、当社取締役会は、大規模買付行為が、上記の見解を具体化した一定の合理的なルールに従って行わ

れることが、当社および当社株主全体の利益に合致すると考え、第一の対応策として、大規模買付ルールを設

定することといたしました。  

４【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

 なお、当中間会計期間において、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用したことにより、減損損失174,335

千円を計上しております。 

 減損損失の内容については、「第５ 経理の状況 （１）中間財務諸表等 注記事項（中間損益計算書関係）

（注２）減損損失」に記載のとおりであります。 

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除去等について、重要な変更はありませ

ん。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 100,000 

計 100,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成19年11月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成20年２月25日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 29,560 29,560 名証セントレックス ─ 

計 29,560 29,560 ─ ─ 



(2）【新株予約権等の状況】 

① 新株予約権 

第７回定時株主総会決議日（平成14年８月27日） 

 
中間会計期間末現在 
（平成19年11月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成20年１月31日） 

新株予約権の数 842個 842個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 842株 842株 

新株予約権の行使時の払込金額 25,000円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年９月１日～ 

平成21年８月31日 
同左 

新株予約権の権利行使により発行する株式

の発行価格及び資本組入額 

発行価格   25,000円 

資本組入額  12,500円 
同左 

新株予約権の行使の条件 

(1）権利者は、当社株式が日本証

券業協会の開設する市場もしく

は日本国内の証券取引所に上場

された後６ヶ月経過した場合に

限り、新株予約権を行使するこ

とができる。 

(2）新株予約権行使時の前年度末

の当社の営業利益が150百万円

以上であることを要する。 

(3）新株予約権の割当てを受けた

者が死亡した場合は、相続人が

その権利を行使することができ

る。 

(4）次の各号に該当する場合、新

株予約権は喪失し、権利行使は

できないものとする。 

① 新株予約権の割当てを受け

た者が、当社の取締役、監査

役もしくは従業員、関連会社

の取締役もしくは従業員、ま

たは当社が業務を委託してい

る会計士もしくはコンサルタ

ントのいずれでもなくなった

場合。ただし、取締役会が認

めた場合はこの限りでない。 

② 新株予約権の割当てを受け

た者が、禁固刑以上の刑に処

せられた場合。 

③ 新株予約権の割当てを受け

た者が、新株予約権の第三者

に対する質入れその他の処分

をした場合。 

④ その他の条件については、

株主総会および取締役会決議

に基づき、当社と新株予約権

の割当てを受けた者との間で

締結する新株予約権付与契約

に定めるところによる。 

同左 

 



新株予約権の譲渡に関する事項 

 新株予約権を譲渡するときは、

取締役会の承認を要するものとす

る。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
－ － 



第９回定時株主総会決議日（平成16年８月26日） 

 
中間会計期間末現在 
（平成19年11月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成20年１月31日） 

新株予約権の数 499株 399株 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 499株 399株 

新株予約権の行使時の払込金額 45,000円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年９月１日～ 

平成26年７月31日 
同左 

新株予約権の権利行使により発行する株式

の発行価格及び資本組入額 

発行価格   45,000円 

資本組入額  22,500円 
同左 

新株予約権の行使の条件 

(1）権利者は、当社株式が日本証

券業協会の開設する市場もしく

は日本国内の証券取引所に上場

された後６ヶ月経過した場合に

限り、新株予約権を行使するこ

とができる。 

(2）新株予約権行使時の前年度末

の当社の営業利益が150百万円

以上であることを要する。 

(3）新株予約権の割当てを受けた

者が死亡した場合は、相続人が

その権利を行使することができ

る。 

(4）次の各号に該当する場合、新

株予約権は喪失し、権利行使は

できないものとする。 

① 新株予約権の割当てを受け

た者が、当社の取締役、監査

役もしくは従業員、関連会社

の取締役もしくは従業員、ま

たは当社が業務を委託してい

る会計士もしくはコンサルタ

ントのいずれでもなくなった

場合。ただし、取締役会が認

めた場合はこの限りでない。 

② 新株予約権の割当てを受け

た者が、禁固刑以上の刑に処

せられた場合。 

③ 新株予約権の割当てを受け

た者が、新株予約権の第三者

に対する質入れその他の処分

をした場合。 

④ その他の条件については、

株主総会および取締役会決議

に基づき、当社と新株予約権

の割当てを受けた者との間で

締結する新株予約権付与契約

に定めるところによる。 

同左 

 



新株予約権の譲渡に関する事項 

 新株予約権を譲渡するときは、

取締役会の承認を要するものとす

る。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
－ － 



第10回定時株主総会決議日（平成17年８月26日） 

 
中間会計期間末現在 
（平成19年11月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成20年１月31日） 

新株予約権の数 413株 413株 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 413株 413株 

新株予約権の行使時の払込金額 50,000円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年９月１日～ 

平成27年７月31日 
同左 

新株予約権の権利行使により発行する株式

の発行価格及び資本組入額 

発行価格   50,000円 

資本組入額  25,000円 
同左 

新株予約権の行使の条件 

(1）権利者は、当社株式が日本証

券業協会の開設する市場もしく

は日本国内の証券取引所に上場

された後６ヶ月経過した場合に

限り、新株予約権を行使するこ

とができる。 

(2）新株予約権行使時の前年度末

の当社の営業利益が150百万円

以上であることを要する。 

(3）新株予約権の割当てを受けた

者が死亡した場合は、相続人が

その権利を行使することができ

る。 

(4）次の各号に該当する場合、新

株予約権は喪失し、権利行使は

できないものとする。 

① 新株予約権の割当てを受け

た者が、当社の取締役、監査

役もしくは従業員、関連会社

の取締役もしくは従業員、ま

たは当社が業務を委託してい

る会計士もしくはコンサルタ

ントのいずれでもなくなった

場合。ただし、取締役会が認

めた場合はこの限りでない。 

② 新株予約権の割当てを受け

た者が、禁固刑以上の刑に処

せられた場合。 

③ 新株予約権の割当てを受け

た者が、新株予約権の第三者

に対する質入れその他の処分

をした場合。 

④ その他の条件については、

株主総会および取締役会決議

に基づき、当社と新株予約権

の割当てを受けた者との間で

締結する新株予約権付与契約

に定めるところによる。 

同左 

 



(3）【ライツプランの内容】 

     該当事項はありません。 

新株予約権の譲渡に関する事項 

 新株予約権を譲渡するときは、

取締役会の承認を要するものとす

る。 

同左 

代用払込みに関する事項 － －  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
－ －  



(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

(5）【大株主の状況】 

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成19年６月１日～ 

 平成19年11月31日 
－ 29,560 － 771,275 － 401,738 

  平成19年11月30日現在

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 
発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

剣持 忠 東京都杉並区 7,811 26.4 

株式会社リクルート 東京都中央区銀座８－４－17 3,537 12.0 

電通ドットコム第二号投資事

業有限責任組合  

無限責任組合員 株式会社電

通ドットコム 

東京都中央区築地１－９－５一九堂ビル６

階 
1,905 6.4 

有限会社光パワー 
東京都港区南麻布３－19－23オーク南麻布

ビル13階 
1,700 5.8 

アント・ブリッジ２号投資事

業有限責任組合 

無限責任組合員 日興アント

ファクトリー株式会社 

東京都千代田区丸の内１－２－１日興アン

トファクトリー株式会社内 
1,600 5.4 

株式会社メンバーズ 東京都港区虎ノ門１－２－８ 1,343 4.5 

株式会社光通信 東京都豊島区南池袋１－16－15 1,020 3.5 

小峰 正仁 神奈川県三浦郡葉山町 471 1.6 

山本 治 東京都渋谷区 408 1.4 

クレディットスイスチューリ

ッヒ 

東京都千代田区丸の内２－７－１決済事業

部 
404 1.4 

計 ― 20,199 68.3 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  （注） 最高・最低株価は名古屋証券取引所（セントレックス）におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書提出日までの役職の異動は、次のとおりであります。  

  平成19年11月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等）  普通株式   1,343 ― ― 

完全議決権株式（その他）  普通株式    28,217 28,217 ― 

端株 ― ― ― 

発行済株式総数 29,560 ― ― 

総株主の議決権 ― 28,217 ― 

  平成19年11月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社メンバーズ 
東京都港区虎ノ門一

丁目２番８号 
1,343 － 1,343 4.5 

計 ― 1,343 － 1,343 4.5 

月別 平成19年６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 

最高（円） 51,800 47,000 37,000 35,800 40,400 30,900 

最低（円） 41,050 34,900 30,500 30,200 30,300 26,500 

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

 取締役社長 

 （代表取締役） 

社長執行役員兼デ

ジタルコミュニケ

ーション本部長兼

サービス開発本部

長兼営業本部長 

 取締役社長 

 （代表取締役） 

社長執行役員兼デ

ジタルコミュニケ

ーション本部長兼

コミュニケーショ

ン・プランニング

事業部長 

 剣持 忠 平成19年12月１日

 取締役 

常務執行役員兼ウ

ェブインテグレー

ション本部長 

 取締役 

常務執行役員兼ウ

ェブインテグレー

ション本部長兼サ

ービス開発本部長

 森清 弘樹 平成19年11月１日



第５【経理の状況】 

１ 中間財務諸表の作成方法について 

 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年６月１日から平成18年11月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成19年６月１日から平成19年11月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作

成しております。 

２ 監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（平成18年６月１日から平成18年11月30日ま

で）の中間財務諸表については、みすず監査法人により中間監査を受け、並びに、金融商品取引法第193条の２第１

項の規定に基づき、当中間会計期間（平成19年６月１日から平成19年11月30日まで）の中間財務諸表については、新

日本監査法人により中間監査を受けております。 

 なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

 前中間会計期間  みすず監査法人 

 当中間会計期間  新日本監査法人 

３ 中間連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 



【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

（平成18年11月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年11月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金   1,115,567   583,236 997,873   

２ 受取手形   25,376   37,285 27,238   

３ 売掛金   952,142   926,047 676,032   

４ たな卸資産   87,315   51,852 35,609   

５ 未収入金   198,256   ― 67,625   

６ その他   41,683   43,581 86,635   

７ 貸倒引当金   △4,890   △6,863 △9,248   

流動資産合計     2,415,451 92.8 1,635,139 87.0   1,881,765 85.6

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１ 55,474   47,484 70,752   

２ 無形固定資産   3,618   1,660 2,595   

３ 投資その他の資産           

(1）敷金保証金   102,384   155,831 149,690   

(2）その他   26,238   40,415 93,878   

投資その他の資産
合計 

  128,623   196,246 243,568   

固定資産合計     187,716 7.2 245,391 13.0   316,915 14.4

資産合計     2,603,167 100.0 1,880,530 100.0   2,198,681 100.0 

            

 



    
前中間会計期間末 

（平成18年11月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年11月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 買掛金   501,985   451,662 372,785   

２ 短期借入金   100,000   30,000 ―   

３ １年以内返済予定
長期借入金 

  152,000   112,000 128,000   

４ 未払金   156,128   234,934 176,798   

５ 賞与引当金   63,781   56,010 67,095   

６ 事業閉鎖損失引当
金 

  ―   69,920 ―   

７ その他 ※２ 33,727   51,358 35,912   

流動負債合計     1,007,622 38.7 1,005,885 53.5   780,591 35.5

Ⅱ 固定負債           

１ 長期借入金   162,000   50,000 100,000   

２ リース資産減損勘
定 

  ―   160,946 25,787   

固定負債合計     162,000 6.2 210,946 11.2   125,787 5.7

負債合計     1,169,622 44.9 1,216,831 64.7   906,378 41.2

            

（純資産の部）                     

Ⅰ 株主資本                     

１ 資本金     766,800 29.5   771,275 41.0   771,275 35.1 

２ 資本剰余金                     

(1）資本準備金   397,263     401,738     401,738     

資本剰余金合計     397,263 15.2   401,738 21.4   401,738 18.2 

３ 利益剰余金                     

(1）その他利益剰余
金 

                    

繰越利益剰余金   270,633     △463,899     120,598     

利益剰余金合計     270,633 10.4   △463,899 △24.7   120,598 5.5 

４ 自己株式     ― ―   △45,415 △2.4   ― ― 

株主資本合計     1,434,697 55.1   663,698 35.3   1,293,612 58.8 

Ⅱ 評価・換算差額等                     

１ その他有価証券評
価差額金 

    △1,151 △0.0   ― ―   △1,308 △0.0 

評価・換算差額等合
計 

    △1,151 △0.0   ― ―   △1,308 △0.0 

純資産合計     1,433,545 55.1   663,698 35.3   1,292,303 58.8 

負債純資産合計     2,603,167 100.0   1,880,530 100.0   2,198,681 100.0 

                     



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     2,605,570 100.0 2,822,637 100.0   5,271,009 100.0 

Ⅱ 売上原価     2,089,980 80.2 2,429,555 86.1   4,367,708 82.9

売上総利益     515,590 19.8 393,081 13.9   903,301 17.1

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    423,993 16.3 542,356 19.2   916,550 17.4

営業利益又は営業
損失(△) 

    91,597 3.5 △149,274 △5.3   △13,248 △0.3

Ⅳ 営業外収益 ※１   1,245 0.0 1,784 0.1   3,506 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２   31,335 1.2 2,493 0.1   38,102 0.7

経常利益又は経常
損失(△) 

    61,506 2.3 △149,983 △5.3   △47,845 △0.9

Ⅵ 特別利益 ※３   13,173 0.5 2,384 0.1   8,815 0.2

Ⅶ 特別損失 ※４   6,373 0.2 435,257 15.4   41,554 0.8

税引前中間純利益
又は税引前中間(当
期)純損失(△) 

    68,305 2.6 △582,856 △20.6   △80,584 △1.5

法人税、住民税及
び事業税 

    1,145 0.0 1,642 0.1   2,290 0.1

中間純利益又は中
間(当期)純損失
(△) 

    67,160 2.6 △584,498 △20.7   △82,874 △1.6

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日） 

当中間会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30日） 

 

株主資本 
評価・換算 
差額等 

純資産合計 

資本金 

資本剰余金  利益剰余金 

株主資本 
合計 

その他 
有価証券 
評価差額金 資本準備金 

 資本 
剰余金 
合計 

その他
利益剰余金 利益

剰余金 
合計 

繰越 
利益剰余金

平成18年５月31日 残高 
（千円） 

500,000 130,463 130,463 203,472 203,472 833,936 △326 833,609 

中間会計期間中の変動額                

新株の発行 （千円） 266,800 266,800 266,800     533,600   533,600 

中間純利益 （千円）       67,160 67,160 67,160   67,160 

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）
（千円） 

            △824 △824 

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

266,800 266,800 266,800 67,160 67,160 600,760 △824 599,936 

平成18年11月30日 残高 
（千円） 

766,800 397,263 397,263 270,633 270,633 1,434,697 △1,151 1,433,545 

 

株主資本 
評価・換算 
差額等 

純資産合計

資本金 

資本剰余金  利益剰余金 

自己株式
株主資本 
合計 

その他 
有価証券 
評価差額

金 
資本準備金 

資本 
剰余金 
合計 

その他
利益剰余金 利益

剰余金 
合計 繰越 

利益剰余金

平成19年５月31日 残高 
（千円） 

771,275 401,738 401,738 120,598 120,598 ― 1,293,612 △1,308 1,292,303 

中間会計期間中の変動額                  

中間純損失（千円）       △584,498 △584,498   △584,498   △584,498 

自己株式の取得（千円）           △45,415 △45,415   △45,415 

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純
額）（千円） 

              1,308 1,308 

中間会計期間中の変動額合計
（千円） 

― ― ― △584,498 △584,498 △45,415 △629,913 1,308 △628,604 

平成19年11月30日 残高 
（千円） 

771,275 401,738 401,738 △463,899 △463,899 △45,415 663,698 ― 663,698 



前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日） 

 

株主資本 
評価・換算 
差額等 

純資産合計 

資本金 

資本剰余金  利益剰余金 

株主資本 
合計 

その他 
有価証券 
評価差額金 資本準備金 

資本 
剰余金 
合計 

その他
利益剰余金 利益

剰余金 
合計 

繰越利益 
剰余金 

平成18年５月31日 残高 
（千円） 

500,000 130,463 130,463 203,472 203,472 833,936 △326 833,609 

事業年度中の変動額                

新株の発行（千円） 271,275 271,275 271,275     542,550   542,550 

当期純損失（千円）       △82,874 △82,874 △82,874   △82,874 

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額） 
（千円） 

            △982 △982 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

271,275 271,275 271,275 △82,874 △82,874 459,675 △982 458,693 

平成19年５月31日 残高 
（千円） 

771,275 401,738 401,738 120,598 120,598 1,293,612 △1,308 1,292,303 



④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30日） 

前事業年度の要約キャッシ
ュ・フロー計算書 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

        

１ 税引前中間純利益又は税引前
中間（当期）純損失（△） 

  68,305 △582,856 △80,584 

２ 減価償却費   7,006 8,316 15,172 

３ 減損損失   ― 174,335 25,787 

４ 事業閉鎖損失   ― 73,697 ― 

５ 事業閉鎖損失引当金の増加額   ― 69,920 ― 

６ 貸倒引当金の減少額   △13,173 △2,384 △8,815 

７ 賞与引当金の増減額   6,172 △11,084 9,486 

８ 受取利息配当金   △134 △1,636 △2,295 

９ 支払利息   3,136 1,301 5,278 

10 投資有価証券評価損   ― 57,331 8,802 

11 固定資産除却損   409 2,154 1,000 

12 売上債権の増減額   △194,778 △261,209 79,389 

13 たな卸資産の増減額   △26,874 △16,243 24,831 

14 その他の流動資産の増減額   △206,511 106,548 △121,045 

15 仕入債務の増減額   △39,809 78,876 △169,009 

16 その他の流動負債の増加額   17,544 3,777 39,332 

17 リース資産減損勘定の支払額   ― △2,851 ― 

18 その他   8,090 ― 8,117 

小計   △370,616 △302,006 △164,549 

19 利息及び配当金の受取額   117 1,636 2,295 

20 利息の支払額   △2,950 △1,223 △4,897 

21 法人税等の支払額   △1,145 △2,290 △1,145 

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  △374,594 △303,884 △168,296 

 



    
前中間会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30日） 

前事業年度の要約キャッシ
ュ・フロー計算書 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

        

１ 定期預金の預入による支出   △600,000 △500,000 △600,000 

２ 定期預金の払戻による収入   ― 500,000 600,000 

３ 有形固定資産の取得による支
出 

  ― ― △23,010 

４ 無形固定資産の取得による支
出 

  ― △22,593 ― 

５ 投資有価証券の取得による支
出 

  △603 △603 △77,203 

６ その他の投資による支出   ― △6,501 △47,815 

７ その他の投資による収入   ― 360 510 

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  △600,603 △29,337 △147,519 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

        

１ 短期借入金の増減額   ― 30,000 △100,000 

２ 長期借入金の返済による支出   △82,000 △66,000 △168,000 

３ 株式の発行による収入   525,509 ― 534,432 

４ 自己株式の取得による支出   ― △45,415 ― 

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  443,509 △81,415 266,432 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額   △531,689 △414,637 △49,383 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   1,047,257 997,873 1,047,257 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高 

  515,567 583,236 997,873 

   



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

１ 資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法 

 （評価差額は、全部純資

産直入法により処理し、売

却原価は、移動平均法によ

り算定） 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

    同左 

  

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基

づく時価法 

 （評価差額は、全部純資

産直入法により処理し、売

却原価は、移動平均法によ

り算定） 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  (2）たな卸資産 

商品 

 総平均法による原価法 

(2）たな卸資産 

商品 

同左 

(2）たな卸資産 

商品 

同左 

  仕掛品 

 個別法による原価法 

仕掛品 

同左 

仕掛品 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法 

(1）有形固定資産 

 定率法 

  

（追加情報） 

 当中間会計期間から、平成19年

３月31日以前に取得したものにつ

いては、償却可能限度額まで償却

が終了した翌年度から５年間で均

等償却する方法によっておりま

す。 

 当該変更に伴う損益に与える影

響は軽微であります。 

(1）有形固定資産 

  定率法 

  (2）無形固定資産 

 自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

３ 引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については、個

別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しておりま

す。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、将来の支

給見込額のうち当中間会計期間

の負担額を計上しております。 

(3）  ――――――― 

(2）賞与引当金 

同左 

  

  

  

(3）事業閉鎖損失引当金 

  オリジナルアフィリエイトサ 

 ービス等の閉鎖に伴う損失に備 

 えるため、当中間会計期間末に 

 おける損失負担見込額を計上し 

 ております。 

(2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、将来の支

給見込額のうち当期の負担額を

計上しております。 

(3）  ――――――― 

４ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

 



表示方法の変更 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

５ 中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日の到来

する流動性の高い、容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない短

期的な投資からなっております。 

同左 同左 

６ その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

前中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30日） 

（中間貸借対照表） 

 前中間会計期間において流動資産の「その他」に含め

て表示しておりました「未収入金」（前中間会計期間175

千円）については、資産総額の100分の５超となったた

め、当中間会計期間より区分掲記しております。 

  

（中間貸借対照表） 

 前中間会計期間において独立科目で掲記しておりまし

た「未収入金」（当中間会計期間3,073千円）について

は、資産総額の100分の５以下となったため、当中間会計

期間より流動資産の「その他」に含めて表示しておりま

す。 

  

前中間会計期間末 
（平成18年11月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年11月30日） 

前事業年度末 
（平成19年５月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

56,569千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

62,895千円 

   なお、減価償却累計額には減損損失累 

  計額15,008千円が含まれております。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

57,754千円 

※２ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動負債の「その他」に含めて

表示しております。 

※２ 消費税等の取扱い 

同左 

※２     ───── 

３ 当社は、運用資金の効率的な調整を行

うため取引銀行２行と当座貸越契約を締

結しております。 

 当中間会計期間末における当座貸越契

約に係る借入金未実行残高等は、次のと

おりであります。 

３ 当社は、運用資金の効率的な調整を行

うため取引銀行２行と当座貸越契約を締

結しております。 

 当中間会計期間末における当座貸越契

約に係る借入金未実行残高等は、次のと

おりであります。 

３ 当社は、運用資金の効率的な調整を行

うため取引銀行２行と当座貸越契約を締

結しております。 

 当事業年度末における当座貸越契約に

係る借入金未実行残高等は、次のとおり

であります。 

当座貸越極度額の総額 

  300,000千円

借入実行残高 ― 

差引額 300,000 

当座貸越極度額の総額 

  400,000千円

借入実行残高 30,000 

差引額 370,000 

当座貸越極度額の総額 

  400,000千円

借入実行残高 ― 

差引額 400,000 



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

※１ 営業外収益の主要項目 ※１ 営業外収益の主要項目 ※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息配当金 134千円 受取利息配当金 1,636千円 受取利息配当金 2,295千円

受取補償金    1,000千円

※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 3,136千円

上場準備費用 18,460千円

株式交付費 8,090千円

支払利息      1,301千円 支払利息  5,278千円

上場準備費用  19,818千円

株式交付費 8,117千円

※３ 特別利益の主要項目 ※３ 特別利益の主要項目 ※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入益 13,173千円 貸倒引当金戻入益     2,384千円 貸倒引当金戻入益    8,815千円

※４ 特別損失の主要項目 ※４ 特別損失の主要項目 ※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 409千円

たな卸資産廃棄損 5,964千円

固定資産除却損   2,154千円

投資有価証券評価

損 

 57,331千円

事業閉鎖損失 

（注１、２） 

363,503千円

固定資産除却損 1,000千円 

投資有価証券評価

損 

8,802千円 

たな卸資産廃棄損 5,964千円 

減損損失（注） 25,787千円 

  （注１）事業閉鎖損失の内訳 

    

（注２）減損損失 

  当中間会計期間において、当社は以下の 

 資産グループについて減損損失を計上して 

 おります。 

  当社は事業用資産を、キャッシュ・フロ 

 ーを生み出す主要なサービス単位を基準と 

 した管理会計上の区分に従ってグルーピン 

 グしております。 

  オリジナルアフィリエイトサービス、自 

 社モバイルサービス及び自社メール配信サ 

 ービス（以下、アフィリエイトサービス 

 等）における営業活動から生ずる損益が継 

 続してマイナスとなっており、今後も黒字 

 化の見通しが立たなくなったことから、当 

 該対象資産を全額減額し、減損損失として 

 特別損失に計上しております。 

  なお、アフィリエイトサービス等につき 

 ましては事業撤退を決定しており、当該対 

 象資産の将来キャッシュ・フローが見込め 

 ないことから、回収可能価額はないものと 

 して算定しております。 

減損損失  174,335千円

事業閉鎖損失引当

金繰入額 

 69,920千円

未払家賃 54,648千円

その他 64,599千円

 合計 363,503千円

場所 用途 種類 
金額 

（千円） 

本社 

ソフトウェ

ア 

リース

資産 
138,009 

無形固

定資産 
21,316 

事務所設備 

建物附

属設備

他 

15,008 

合計 174,335 

（注）減損損失 

  当事業年度において、当社は以下の資産 

 グループについて減損損失を計上しており 

 ます。 

  当社は事業用資産を、キャッシュ・フロ 

 ーを生み出す主要なサービス単位を基準と 

 した管理会計上の区分に従ってグルーピン 

 グしております。 

  比較情報サイト運営における営業活動か 

 ら生ずる損益が継続してマイナスとなって 

 おり、今後も黒字化の見通しが立たなくな 

 ったことから、当該リース資産を全額減額 

 し、減損損失として特別損失に計上してお 

 ります。 

  なお、比較情報サイト運営につきまして 

 は事業縮小を予定しており、当該リース資 

 産の将来キャッシュ・フローが見込めない 

 ことから、回収可能価額はないものとして 

 算定しております。 

場所 用途 種類 
金額 

（千円）

本社 

メディア＆

ツール事業

（比較情報

サイト運

営） 

リース 

資産 
25,787 

５ 減価償却実施額 ５ 減価償却実施額 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 5,982千円

無形固定資産 1,023千円

有形固定資産      6,648千円

無形固定資産      1,667千円

有形固定資産       13,124千円

無形固定資産     2,047千円



（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日） 
  
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の発行済株式数2,000株の増加は、株式上場に伴う新株の発行による増加であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）１．平成17年新株予約権の減少は、社員の退職に伴う権利失効によるものであります。 

２．上表の新株予約権のうち、平成14年新株予約権、平成16年新株予約権は行使期間が到来しておりますが、新株

予約権の行使の条件により、当社が名古屋証券取引所セントレックス市場に上場した平成18年11月２日から６

ヶ月経過後に行使可能となっております。平成17年新株予約権は、行使期間未到来です。 

  

３．配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

  
前事業年度末 

株式数（株） 

当中間会計期間増加

株式数（株） 

当中間会計期間減少

株式数（株） 

当中間会計期間末 

株式数（株） 

 発行済株式         

   普通株式（注） 27,210 2,000 － 29,210 

合計 27,210 2,000 － 29,210 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の 

目的となる 

株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当中間会計 

期間末残高 

（千円） 
前事業年度末 

当中間会計 

期間増加  

当中間会計 

期間減少  

当中間会計 

期間末  

 提出会社 
 平成14年新株予約権（注）２   普通株式 1,183 － － 1,183 － 

 平成16年新株予約権（注）２   普通株式 673 － － 673 － 

 平成17年新株予約権（注）１、

２ 
  普通株式   518 － 10     508 － 

 合計  －  2,374  － 10  2,364 － 



当中間会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30日） 
  
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,343株は、平成19年７月26日開催の取締役会決議に基づく市場買付による増

加であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）平成14年新株予約権、平成16年新株予約権および平成17年新株予約権の減少は、社員の退職に伴う権利失効によ 

   るものであります。 

  

３．配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

  
前事業年度末 

株式数（株） 

当中間会計期間増加

株式数（株） 

当中間会計期間減少

株式数（株） 

当中間会計期間末 

株式数（株） 

 発行済株式         

   普通株式 29,560 ― ― 29,560 

合計 29,560 ― ― 29,560 

 自己株式         

   普通株式（注） ― 1,343 ― 1,343 

合計 ― 1,343 ― 1,343 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の 

目的となる 

株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当中間会計 

期間末 

残高（千円）
前事業年度末 

当中間会計 

期間増加  

当中間会計 

期間減少  

当中間会計 

期間末  

 提出会社 
 平成14年新株予約権（注）   普通株式 843 ― 1 842 ― 

 平成16年新株予約権（注）   普通株式 528 ― 29 499 ― 

 平成17年新株予約権（注）   普通株式 443 ― 30 413 ― 

 合計  － 1,814 ― 60 1,754 ― 



前事業年度（自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日）  

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の発行済株式数2,350株の増加は、株式上場に伴う新株の発行による増加2,000株、新株予約権の行使に 

   よる増加350株であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）１．平成14年新株予約権の減少は、権利行使によるものであります。 

２．平成16年新株予約権の減少は、社員の退職に伴う権利失効による減少135株、権利行使による減少10株であり

ます。 

３．平成17年新株予約権の減少は、社員の退職に伴う権利失効によるものであります。平成17年新株予約権は、行

使期間未到来です。 

  

３．配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

  
前事業年度末 

株式数（株） 

当事業年度増加 

株式数（株） 

当事業年度減少 

株式数（株） 

当事業年度末 

株式数（株） 

 発行済株式         

   普通株式（注） 27,210 2,350 － 29,560 

合計 27,210 2,350 － 29,560 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の 

目的となる 

株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当事業年度 

末残高 

（千円） 
前事業年度末 

当事業年度 

増加  

当事業年度 

減少  

当事業年度 

末  

 提出会社 
 平成14年新株予約権（注）１   普通株式 1,183 － 340 843 － 

 平成16年新株予約権（注）２   普通株式 673 － 145 528 － 

 平成17年新株予約権（注）３   普通株式   518 － 75     443 － 

 合計  －  2,374  － 560  1,814 － 



（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金中間期末残高 1,115,567千円

預入期間が３か月を 

超える定期預金 

 

△600,000千円

現金及び現金同等物中間期

末残高 515,567千円

現金及び預金中間期末残高  583,236千円

現金及び現金同等物中間期

末残高 583,236千円

現金及び預金期末残高 997,873千円

現金及び現金同等物期末残

高 997,873千円

前中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額 

  

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

中間期
末残高
相当額 
（千円） 

器具及び備品 109,960 45,262 64,697 

ソフトウェア 137,162 42,697 94,465 

合計 247,122 87,959 159,162 

 

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

減損損
失累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額 
（千円）

器具及
び備品 

115,177 59,779 10,742 44,656

ソフト
ウェア 

265,734 96,858 140,301 28,574

合計 380,912 156,637 151,044 73,231

 

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

減損損
失累計
額相当
額 
（千円） 

期末残
高相当
額 
（千円）

器具及
び備品 

113,453 52,429 － 61,024

ソフト
ウェア 

229,123 65,693 23,252 140,177

合計 342,576 118,122 23,252 201,201

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額及び

リース資産減損勘定の中間期末残高 

(2）未経過リース料期末残高相当額及びリー

ス資産減損勘定の期末残高 

１年内 61,983千円

１年超 101,823千円

合計 163,807千円

１年内 92,159千円

１年超 137,078千円

合計 229,237千円

リース資産減損

勘定の中間期末

残高 

    160,946千円

１年内 84,900千円

１年超 145,963千円

合計 230,864千円

リース資産減損

勘定の期末残高 
     25,787千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失 

支払リース料 31,427千円

減価償却費相当額 29,183千円

支払利息相当額 2,943千円

支払リース料 50,942千円

リース資産減損勘定

の取崩額 

2,851千円

減価償却費相当額 45,807千円

支払利息相当額 3,848千円

減損損失 138,009千円

 

支払リース料 70,075千円

リース資産減損勘定

の取崩額 

－千円

減価償却費相当額 65,678千円

支払利息相当額 6,274千円

減損損失 25,787千円

 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によっており

ます。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成18年11月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

当中間会計期間末（平成19年11月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

（注）当中間会計期間において、その他有価証券で時価のあるものの減損処理額は、1,436千円であります。 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

（注）当中間会計期間において、その他有価証券で時価のないものの減損処理額は、55,894千円であります。 

区分 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

① 株式 2,796 1,645 △1,151 

② 債券 ― ― ― 

③ その他 ― ― ― 

計 2,796 1,645 △1,151 

区分 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 24,093 

計 24,093 

区分 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

① 株式 2,563 2,563 ― 

② 債券 ― ― ― 

③ その他 ― ― ― 

計 2,563 2,563 ― 

区分 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 35,396 

計 35,396 



前事業年度末（平成19年５月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 （注） 当事業年度において、その他有価証券で時価のないものの減損処理額は、8,802千円であります。 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間末（平成18年11月30日） 

 当社はデリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

当中間会計期間末（平成19年11月30日） 

 当社はデリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

前事業年度末（平成19年５月31日） 

 当社はデリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

区分 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

① 株式 3,396 2,087 △1,308 

② 債券 ― ― ― 

③ その他 ― ― ― 

計 3,396 2,087 △1,308 

区分 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 91,290 

計 91,290 



（ストック・オプション等関係） 

  前中間会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日） 

  当中間会計期間に付与したストック・オプションはありません。 

  当中間会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30日） 

  当中間会計期間に付与したストック・オプションはありません。 

 前事業年度（自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日） 

  １．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

   (1）ストック・オプションの内容 

(注）１ 株式数に換算して記載しております。 

  平成14年ストックオプション 平成16年ストックオプション 平成17年ストックオプション

付与対象者の区分及び数 
当社の取締役１名 

当社の従業員27名  

当社の取締役２名 

当社の従業員32名  

当社の取締役１名 

当社の監査役３名 

当社の従業員25名  

ストック・オプション数

（注）１ 
普通株式 2,190株 普通株式 800株  普通株式 528株    

付与日 平成15年８月13日  平成17年３月１日  平成17年９月１日  

権利確定条件 

(1）権利者は、当社株式が

日本証券業協会の開設する

市場もしくは日本国内の証

券取引所に上場された後６

ヶ月経過した場合に限り、

新株予約権を行使すること

ができる。 

(2）新株予約権行使時の前

年度末の当社の営業利益が

150百万円以上であること

を要する。 

(3）その他の条件は、当社

第７回定時株主総会決議及

び当社取締役会決議に基づ

き、当社と対象者との間で

締結した「新株予約権付与

契約書」に定めるところに

よる。 

(1）権利者は、当社株式が

日本証券業協会の開設する

市場もしくは日本国内の証

券取引所に上場された後６

ヶ月経過した場合に限り、

新株予約権を行使すること

ができる。 

(2）新株予約権行使時の前

年度末の当社の営業利益が

150百万円以上であること

を要する。 

(3）その他の条件は、当社

第９回定時株主総会決議及

び当社取締役会決議に基づ

き、当社と対象者との間で

締結した「新株予約権付与

契約書」に定めるところに

よる。 

(1）権利者は、当社株式が

日本証券業協会の開設する

市場もしくは日本国内の証

券取引所に上場された後６

ヶ月経過した場合に限り、

新株予約権を行使すること

ができる。 

(2）新株予約権行使時の前

年度末の当社の営業利益が

150百万円以上であること

を要する。 

(3）その他の条件は、当社

第10回定時株主総会決議及

び当社取締役会決議に基づ

き、当社と対象者との間で

締結した「新株予約権付与

契約書」に定めるところに

よる。 

対象勤務期間 
自 平成15年８月13日 

至 平成17年８月31日  

自 平成17年２月9日 

至 平成18年８月31日  

自 平成17年９月1日 

至 平成19年８月31日  

権利行使期間 
自 平成17年９月1日 

至 平成21年８月31日  

自 平成18年９月1日 

至 平成26年７月31日  

自 平成19年９月1日 

至 平成27年７月31日  



   (2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

     当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、 

    株式数に換算して記載しております。 

    ① ストック・オプションの数 

    ② 単価情報 

（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日） 

 該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30日） 

 該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日） 

 該当事項はありません。 

 
平成14年ストックオプショ

ン 
平成16年ストックオプショ

ン 
平成17年ストックオプショ

ン 

権利確定前      （株）       

前事業年度末 1,183 673 518 

付与 － － － 

失効 － － 75 

権利確定 1,183 673 － 

未確定残 － － 443 

権利確定後      （株）       

前事業年度末 － － － 

権利確定 1,183 673 － 

権利行使 340 10 － 

失効 － 135 － 

未行使残 843 528 － 

 
平成14年ストックオプショ

ン 
平成16年ストックオプショ

ン 
平成17年ストックオプショ

ン 

権利行使価格      （円） 25,000 45,000 50,000 

行使時平均株価     （円） 46,500 48,200 － 

公正な評価単価（付与日）（円） － － － 



（１株当たり情報） 

（注）１株当たり中間純利益金額又は１株当たり中間（当期）純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎 

   は、以下のとおりであります。 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

１株当たり純資産額 49,077円22銭 23,521円23銭 43,717円96銭 

１株当たり中間純利益金額又は

１株当たり中間（当期）純損失

金額（△） 

2,438円85銭      △20,369円31銭      △2,920円62銭 

 潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額 

2,294円07銭 潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、中間純

損失を計上しているため記載し

ておりません。     

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、当期純

損失を計上しているため記載し

ておりません。 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

１株当たり中間純利益又は１株当たり

中間（当期）純損失 
        

中間純利益又は中間（当期）純損失

（△） 
（千円） 67,160 △584,498 △82,874 

普通株主に帰属しない金額 （千円） ― ― ― 

普通株式に係る中間純利益又は１株当

たり中間（当期）純損失（△） 
（千円） 67,160 △584,498 △82,874 

期中平均株式数 （株） 27,537 28,695 28,375 

          

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額 
        

 中間（当期）純利益調整額 （千円）  ― ― ― 

 普通株式増加数 （株）  1,738 ― ― 

（うち新株予約権） （株）  （1,738） （―） （―） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり中間（当期）純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

─────― ─────― ─────― 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

――――――― ―――――――  当社は平成19年７月26日開催の取締役会に

おいて、会社法第165条第３項の規定により

読み替えて適用される同法第156条の規定に

基づき、自己株式の取得について以下のよう

に決議し、自己株式の取得を以下のとおり実

施いたしました。 

１．取得の理由 

  将来の機動的な資本政策を遂行するため 

２．取得の内容 

 （1）取得期間 

  平成19年７月27日から平成19年12月28日 

  まで 

 （2）取得方法 

  名古屋証券取引所市場における買付け 

 （3）取得する株式の種類及び総数 

  普通株式 2,800株（上限） 

 （4）取得価額の総額 

  100,000千円（上限） 

３．提出日現在の取得状況 

  取得した株式の総数 1,343株 

  取得価額の総額   45,415千円 

     



(2）【その他】 

     該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

（１）有価証券報告書及びその添付書類  

   事業年度（第12期）（自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日）平成19年８月24日関東財務局長に提出 

（２）自己株券買付状況報告書 

   報告期間（自 平成19年７月27日 至 平成19年７月31日）平成19年８月15日関東財務局長に提出 

   報告期間（自 平成19年８月１日 至 平成19年８月31日）平成19年９月14日関東財務局長に提出 

   報告期間（自 平成19年９月１日 至 平成19年９月30日）平成19年10月３日関東財務局長に提出 

   報告期間（自 平成19年10月１日 至 平成19年10月31日）平成19年11月２日関東財務局長に提出 

   報告期間（自 平成19年11月１日 至 平成19年11月30日）平成19年12月６日関東財務局長に提出 

   報告期間（自 平成19年12月１日 至 平成19年12月28日）平成20年１月８日関東財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１９年２月１６日

株式会社 メンバーズ 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社メンバーズ

の平成１８年６月１日から平成１９年５月３１日までの第１２期事業年度の中間会計期間（平成１８年６月１日から平成１８年１１

月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシ

ュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中

間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社メンバーズの平成１８年１１月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１８年６月１日から平成１

８年１１月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 中 井 義 己 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 藤 原 道 夫 

      



独立監査人の中間監査報告書 

  平成20年２月21日 

株式会社メンバーズ  

  取締役会 御中      

  新 日 本 監 査 法 人 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 内山 敏彦  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 藤原 道夫  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社メンバーズの平成１９年６月１日から平成２０年５月３１日までの第１３期事業年度の中間会計期間（平

成１９年６月１日から平成１９年１１月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算

書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社メンバーズの平成１９年１１月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１９

年６月１日から平成１９年１１月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示して

いるものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 以 上

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 
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